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No.856 2025 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

  令和７年度 まちづくり推進事業支援金 事業募集

　まちづくり推進事業支援金は、住民や町に関わるみなさんが、主体的に企画し実施される「まち（地域）、

ひと（人材）の魅力を生かし、地域コミュニティの活性化に資する事業」に対し、町から交付する支援

金です。制度の概要は以下のとおりです。 　

対象事業  まち（地域）、ひと（人材）の魅力を生かし、地域コミュニティの活性化に資する事業。   

対 象 者  町民、町内で活動する団体

支援金額

 （限度額）　２０万円　

 （助成率）　１００％

 ＊事業実施に伴い収入がある場合は、補助対象経費から差し引いて算出します。

募集期間  ４月７日（月）～ ５月２３日（金）

審査方法  奥多摩町まちづくり委員会による書類審査

 応募方法などの詳細は、町ホームページ、役場企画財政課、保健福祉センター、

子ども家庭支援センター、文化会館にある「申請の手引き」をご確認ください。

※問い合わせは、企画財政課　☎８３－２３６０
▲町のホームページ

　西多摩地域広域行政圏協議会では、西多摩地域８市町村が地域の課題に連携して取り組んでいくため

の計画を策定しています。

　西多摩地域広域行政圏計画（令和８年度から令和１２年度）の策定にあたり、西多摩地域のみなさん

を対象に「住民アンケート」を実施します。

　私たちの目指すべき未来の姿を作り上げるためには、住民一人ひとりの声が大切です。

　西多摩地域の現状や課題、将来への希望など、みなさんの日常生活や暮らしの中で感じていることを

お聞かせください。

　　【実施期間】　４月３０日（水）まで

　　【回答方法】　アンケートは２次元コードまたはリンクからオンラインでご回答いただけます。

　　　　　　　　＜リンク＞ https://logoform.jp/form/LaiY/807458

※問い合わせは、西多摩地域広域行政圏協議会 事務局（青梅市役所企画部内）

　☎２２－１１１１（内線２４４０）　メール：div0199@city.ome.lg.jp

　西多摩地域広域行政圏計画の検討にかかる
　　　　　　　　　　　　　　　　住民アンケートを実施します
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